
条

例 

埼
玉
県
ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
十
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

目
次
中
「
ふ
ぐ
調
理
師
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
者
」
に
、
「
ふ
ぐ
取
扱
施
設
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
施
設
」

に
、
「
第
四
章 

ふ
ぐ
提
供
施
設
（
第
二
十
一
条
・
第
二
十
二
条
）
」
を
「
第
四
章 

削
除
」
に

改
め
る
。 

 

第
二
条
第
一
号
中
「
ふ
ぐ
の
調
理
」
を
「
ふ
ぐ
の
処
理
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
を
削
り
、
同

条
第
三
号
中
「
ふ
ぐ
調
理
師
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
者
」
に
、
「
ふ
ぐ
の
調
理
」
を
「
ふ
ぐ
の
処
理
」

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
ふ
ぐ
取
扱
施
設
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
施
設
」

に
、
「
ふ
ぐ
の
調
理
」
を
「
ふ
ぐ
の
処
理
」
に
改
め
、
「
及
び
ふ
ぐ
の
提
供
」
を
削
り
、
同
号
を

同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
ふ
ぐ
取
扱
施
設
」
を
「
ふ
ぐ
処
理

施
設
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
す
る
。 

 

第
二
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

第
二
章 

ふ
ぐ
処
理
者 

 

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
ふ
ぐ
処
理
者
免
許
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
ふ
ぐ
調
理
師
に
」

を
「
ふ
ぐ
処
理
者
に
」
に
、
「
ふ
ぐ
調
理
師
免
許
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
者
免
許
」
に
、
同
条
第
二
項

第
一
号
中
「
ふ
ぐ
調
理
師
試
験
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
ふ
ぐ
調
理
師
試
験
」
を

「
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
」
に
、
「
ふ
ぐ
調
理
師
と
し
て
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
者
と
し
て
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
五
条 

削
除 

 

第
六
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
ふ
ぐ
の
調
理
」
を
「
ふ
ぐ
の
処
理
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号

中
「
第
十
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
十
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
中
「
ふ
ぐ
調
理
師
免
許
証
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
者
免
許
証
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
第
一
項
中
「
ふ
ぐ
調
理
師
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
者
」
に
、
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
ふ
ぐ
調
理
師
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
者
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
中
「
ふ
ぐ
調
理
師
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
者
」
に
、
「
失
そ
う
」
を
「
失
踪
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
第
一
項
中
「
ふ
ぐ
調
理
師
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
者
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
削
り
、
同

項
中
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
第
二
項



及
び
第
三
項
中
「
ふ
ぐ
調
理
師
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
者
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
ふ
ぐ
の
調
理
」
を
「
ふ
ぐ
の
処
理
」
に
改
め
、
同
条
中
「
ふ
ぐ
調
理

師
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
者
」
に
、
「
ふ
ぐ
の
調
理
」
を
「
ふ
ぐ
の
処
理
」
に
、
「
ふ
ぐ
取
扱
施
設
」

を
「
ふ
ぐ
処
理
施
設
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
ふ
ぐ
調
理
師
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
ふ

ぐ
調
理
師
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
者
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
」

を
「
第
二
十
三
条
た
だ
し
書
」
に
、
「
ふ
ぐ
の
調
理
」
を
「
ふ
ぐ
の
処
理
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
中
「
ふ
ぐ
取
扱
施
設
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
施
設
」
に
、
「
ふ
ぐ
の
調
理
」
を
「
ふ
ぐ
の
処
理
」
に

改
め
、
同
項
第
三
号
イ
及
び
ニ
⑵
中
「
ふ
ぐ
の
調
理
」
を
「
ふ
ぐ
の
処
理
」
に
改
め
、
同
項
第
四

号
イ
中
「
ふ
ぐ
取
扱
施
設
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
施
設
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
ふ

ぐ
調
理
師
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
者
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

第
三
章 

ふ
ぐ
処
理
施
設
及
び
営
業
者 

 

第
十
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
ふ
ぐ
取
扱
施
設
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
施
設
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
四
条
の
見
出
し
中
「
ふ
ぐ
取
扱
施
設
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
施
設
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

「
ふ
ぐ
取
扱
施
設
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
施
設
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
ふ
ぐ
調
理
師
」
を
「
ふ

ぐ
処
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
ふ
ぐ
取
扱
施
設
の
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
施
設
の
」
に
、
「
ふ

ぐ
取
扱
施
設
認
定
書
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
施
設
認
定
書
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
五
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
ふ
ぐ
取
扱
施
設
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
施
設
」
に
改

め
、
同
項
第
三
号
中
「
ふ
ぐ
取
扱
施
設
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
施
設
」
に
、
「
ふ
ぐ
の
調
理
」
を
「
ふ

ぐ
の
処
理
」
に
、
「
ふ
ぐ
調
理
師
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
各
号
列
記
以
外

の
部
分
中
「
ふ
ぐ
取
扱
施
設
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
施
設
」
に
、
「
ふ
ぐ
の
調
理
」
を
「
ふ
ぐ
の
処
理
」

に
改
め
、
「
若
し
く
は
ふ
ぐ
の
提
供
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「
ふ

ぐ
取
扱
施
設
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
施
設
」
に
、
「
す
べ
て
の
専
任
の
ふ
ぐ
調
理
師
」
を
「
全
て
の
専

任
の
ふ
ぐ
処
理
者
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
ふ
ぐ
取
扱
施
設
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
施
設
」
に
改

め
る
。 

 

第
十
七
条
第
一
項
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
八
条
中
「
ふ
ぐ
調
理
師
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
者
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
九
条
第
一
号
中
「
失
そ
う
」
を
「
失
踪
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
ふ
ぐ
取
扱
施
設
」

を
「
ふ
ぐ
処
理
施
設
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
条
第
一
項
中
「
ふ
ぐ
取
扱
施
設
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
施
設
」
に
、
「
ふ
ぐ
調
理
師
」
を
「
ふ

ぐ
処
理
者
」
に
、
「
ふ
ぐ
の
調
理
」
を
「
ふ
ぐ
の
処
理
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
ふ
ぐ
取
扱

施
設
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
施
設
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 
 

 

第
四
章 

削
除 

第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
二
条 

削
除 

 
第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
ふ
ぐ
の
調
理
」
を
「
ふ
ぐ
の
処
理
」
に
、
「
ふ
ぐ
調
理
師
、
営
業
者

及
び
次
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
っ
た
者
が
次
に
掲
げ
る
者
に
」
を
「
次
に
掲
げ
る
者
が
」
に

改
め
、
「
も
の
を
」
の
下
に
「
そ
れ
ら
の
者
に
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
ふ
ぐ
調
理
師
」
を

「
ふ
ぐ
処
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。 

 

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
ふ
ぐ
調
理
師
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
者
」
に
、
「
、
営
業
者
又
は
第
二
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
」
を
「
又
は
営
業
者
」
に
、
「
ふ
ぐ
取
扱
施
設
」
を

「
ふ
ぐ
処
理
施
設
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
ふ
ぐ
提
供
施
設
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
六
条
第
一
号
中
「
ふ
ぐ
調
理
師
免
許
申
請
手
数
料
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
者
免
許
申
請
手
数

料
」
に
、
同
条
第
二
号
中
「
ふ
ぐ
調
理
師
試
験
を
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
を
」
に
、
「
ふ
ぐ
調

理
師
試
験
手
数
料
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
手
数
料
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
ふ
ぐ
調
理
師

免
許
証
再
交
付
申
請
手
数
料
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
者
免
許
証
再
交
付
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
条

第
四
号
中
「
ふ
ぐ
取
扱
施
設
の
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
施
設
の
」
に
、
「
ふ
ぐ
取
扱
施
設
認
定
申
請
手

数
料
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
施
設
認
定
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
ふ
ぐ
取
扱
施
設
認

定
書
交
付
申
請
手
数
料
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
施
設
認
定
書
交
付
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
条
第
六

号
中
「
ふ
ぐ
取
扱
施
設
認
定
書
再
交
付
申
請
手
数
料
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
施
設
認
定
書
再
交
付
申
請

手
数
料
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
八
条
第
三
号
中
「
ふ
ぐ
取
扱
施
設
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
施
設
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。 

 

第
三
十
一
条
中
「
、
第
四
号
及
び
第
五
号
」
を
「
及
び
第
四
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
目
次
の
改
正
規
定
（
「
第 

 

四
章 

ふ
ぐ
提
供
施
設
（
第
二
十
一
条
・
第
二
十
二
条
）
」
を
「
第
四
章 

削
除
」
に
改
め
る 

 

部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
条
第
二
号
を
削
る
改
正
規
定
、
同
条
第
三
号
の
改
正
規
定
（
同
号
を 

 

同
条
第
二
号
と
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
第
四
号
の
改
正
規
定
（
「
及
び
ふ
ぐ
の
提
供
」 

 

を
削
る
部
分
及
び
同
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
第
五
号
を
削
る
改
正 

 

規
定
、
同
条
第
六
号
の
改
正
規
定
（
同
号
を
同
条
第
四
号
と
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
二 

 

条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
（
「
第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
二
十
三
条
た
だ 

 

し
書
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
五
条
第
三
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
改
正
規
定 

 

（
「
若
し
く
は
ふ
ぐ
の
提
供
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
章
の
改
正
規
定
、
第
二
十
三 

 

条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
ふ
ぐ
調
理
師
、
営
業
者
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
っ
た 

 

者
が
次
に
掲
げ
る
者
に
」
を
「
次
に
掲
げ
る
者
が
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
も
の
を
」
の
下
に 



 

「
そ
れ
ら
の
者
に
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
第
二
項
を
削
る
改
正
規
定
、
第
二
十 

 

五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
、
営
業
者
又
は
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し 

 
た
者
」
を
「
又
は
営
業
者
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
若
し
く
は
ふ
ぐ
提
供
施
設
」
を
削
る
部
分 

 

に
限
る
。
）
、
第
三
十
条
及
び
第
三
十
一
条
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
七
項
及
び
第
八
項
の 

 

規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
埼
玉
県
ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
旧 

 

条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
ふ
ぐ
調
理
師
免
許
を
受
け
て
い
る
者
は
、 

 

改
正
後
の
埼
玉
県
ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条 

 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
ふ
ぐ
処
理
者
免
許
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
第
四
条
の
ふ
ぐ
調
理
師
試
験
に
合
格
し
て
い
る
者
は
、 

 

新
条
例
第
四
条
の
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
に
合
格
し
た
者
と
み
な
す
。 

４ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
て
い
る
ふ
ぐ
調
理 

 

師
免
許
証
は
、
新
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
ふ
ぐ
処
理
者
免
許
証
と
み
な
す
。 

５ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
て
い
る
ふ
ぐ
取 

 

扱
施
設
は
、
新
条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
ふ
ぐ
処
理
施
設
と
み
な
す
。 

６ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
て
い
る 

 

ふ
ぐ
取
扱
施
設
認
定
書
は
、
新
条
例
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
ふ
ぐ
処 

 

理
施
設
認
定
書
と
み
な
す
。 

７ 

附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適 

 

用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

８ 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六 

 

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
百
十
三
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。 


